
                               

                          
                              
                              
                              
                              

                  
                              

２０１５１１月２６

四国電ྗ株式会社

社長 佐ഢ༐人༷

ະདྷを考える脱原ൃ四電株主会

共ಉ代ද ຊ田耕一

共ಉ代ද 佐౻公

共ಉ代ද 丸井ඒ恵子

共ಉ代ද 田知子

２０１５１１月１３の「貴ฏ成２７１０月１５質状に係るご回」を受ྖ

いたしました。

私たちは先の質状において、当該原子ྗ事業者（四国電ྗ）が取ಘする義として以下

の２点を挙げました。

ᶃ 原子ྗ規制委員会の規制基準適合性審査合格

ᶄ 苛酷事故ൃ生時、ഁ局的状況を回ආするための์射์出（ベント）からのආ

を義けられている３０ｋｍ圏自治体及び住ຽのಉ意

その、ᶄについて「回」は、「ຊ（２０１５）１０月２６、ಉ県（愛ඤ県）お

よびಉ町（伊ํ町）より、ごྃ解いただきました」と記されています。

さらに、概ね３０ｋｍ圏の「緊急護措置を準උする区域」については「自治体や経済・

産業団体、オピニオン層などに対する説໌会・懇談会、施設見学会といった༷々な機会を捉

え、伊ํൃ電所の安全対策についてご説໌させていただくことにより、なお一層のごཧ解

をಘられるよう努めてまいる所存であります」と記されています。

さて、質です。

ᶗ、当社は、愛ඤ県および伊ํ町の「ごྃ解」で原ൃ再稼ಇへの「地元ಉ意」が๏的にな

されたとお考えでしょうか。具体的におえ下さい。

ᶘ、「緊急護措置を準උする区域」の「自治体や経済・産業団体、オピニオン層などに

対する説໌会・懇談会、施設見学会」は、いつ、どのようなํ๏で実施されるのでしょうか。

具体的におえください。

以上、「よんでんグループ行ಈ憲章」の崇高なཧ೦を౿まえて１２月２４（）までに

จ書にてຊ会事局にご回ください。

〒７７１－０１１７ಙ島市川町鶴島１２０－１

事局代ද ຊ田耕一

再び伊ํ原ൃ３号機の再稼ಇについての公開質状


